
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
輸
入
場
所
の
指
定
）

（
輸
入
場
所
の
指
定
）

第
六
条

法
第
六
条
第
三
項
の
港
及
び
飛
行
場
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
港
並
び
に
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

飛
行
場
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
飛
行
場
に
つ
い
て
は
、
植
物
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
場
合
に
限

る
。

第
六
条

法
第
六
条
第
三
項
の
港
及
び
飛
行
場
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

一

紋
別
港
、
網
走
港
、
根
室
港
、
花
咲
港
、
釧
路
港
、
十
勝
港
、
苫
小
牧
港
、
室
蘭
港
、
函
館
港
、小
樽
港
、

石
狩
湾
港
、
留
萌
港
、
稚
内
港
、
青
森
港
、
八
戸
港
、
久
慈
港
、
宮
古
港
、

石
港
、
大
船
渡
港
、石
巻
港
、

仙
台
塩

港
、
秋
田
船
川
港
、
能
代
港
、
酒
田
港
、
相
馬
港
、
小
名
浜
港
、
日
立
港
、
常
陸
那
珂
港
、
鹿
島

港
、
木
更
津
港
、
千
葉
港
、
京
浜
港
、
横
須
賀
港
、
姫
川
港
、
直
江
津
港
、
柏
崎
港
、
新
潟
港
、
伏
木
富
山

港
、
七
尾
港
、
金
沢
港
、
内
浦
港
、
敦
賀
港
、
福
井
港
、
田
子
の
浦
港
、
清
水
港
、
御
前
崎
港
、
三
河
港
、

衣
浦
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
、
津
港
、
舞
鶴
港
、
阪
南
港
、
阪
神
港
、
姫
路
港
、
新
宮
港
、
日
高
港
、

和
歌
山
下
津
港
、
鳥
取
港
、
境
港
、
浜
田
港
、
宇
野
港
、
水
島
港
、
福
山
港
、
尾
道
糸
崎
港
、
竹
原
港
、
呉

港
、
広
島
港
、
岩
国
港
、
平
生
港
、
徳
山
下
松
港
、
三
田
尻
中
関
港
、
山
口
港
、
宇
部
港
、
関
門
港
、
徳
島

小
松
島
港
、
詫
間
港
、
丸
亀
港
、
坂
出
港
、
高
松
港
、
宇
和
島
港
、
松
山
港
、
今
治
港
、
新
居
浜
港
、
三
島

川
之
江
港
、
高
知
港
、
須
崎
港
、
博
多
港
、
苅
田
港
、
三
池
港
、
唐
津
港
、
伊
万
里
港
、
長
崎
港
、
佐
世
保

港
、
比
田
勝
港
、
厳
原
港
、
水
俣
港
、
八
代
港
、
三
角
港
、
熊
本
港
、
大
分
港
、
佐
伯
港
、
細
島
港
、
油
津

港
、
志
布
志
港
、
鹿
児
島
港
、
川
内
港
、
米
ノ
津
港
、
金
武
中
城
港
、
那
覇
港
、
平
良
港
、
石
垣
港

一

港

紋
別
港
、
網
走
港
、
根
室
港
、
花
咲
港
、
釧
路
港
、
十
勝
港
、
苫
小
牧
港
、
室
蘭
港
、
函
館
港
、
小

樽
港
、
石
狩
湾
港
、
留
萌
港
、
稚
内
港
、
青
森
港
、
八
戸
港
、
久
慈
港
、
宮
古
港
、

石
港
、
大
船
渡
港
、

石
巻
港
、
仙
台
塩

港
、
秋
田
船
川
港
、
能
代
港
、
酒
田
港
、
相
馬
港
、
小
名
浜
港
、
日
立
港
、
常
陸
那
珂

港
、
鹿
島
港
、
木
更
津
港
、
千
葉
港
、
京
浜
港
、
横
須
賀
港
、
姫
川
港
、
直
江
津
港
、
柏
崎
港
、
新
潟
港
、

伏
木
富
山
港
、
七
尾
港
、
金
沢
港
、
内
浦
港
、
敦
賀
港
、
福
井
港
、
田
子
の
浦
港
、
清
水
港
、
御
前
崎
港
、

三
河
港
、
衣
浦
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
、
津
港
、
舞
鶴
港
、
阪
南
港
、
阪
神
港
、
姫
路
港
、
新
宮
港
、

日
高
港
、
和
歌
山
下
津
港
、
鳥
取
港
、
境
港
、
浜
田
港
、
宇
野
港
、
水
島
港
、
福
山
港
、
尾
道
糸
崎
港
、
竹

原
港
、
呉
港
、
広
島
港
、
岩
国
港
、
平
生
港
、
徳
山
下
松
港
、
三
田
尻
中
関
港
、
山
口
港
、
宇
部
港
、
関
門

港
、
徳
島
小
松
島
港
、
詫
間
港
、
丸
亀
港
、
坂
出
港
、
高
松
港
、
宇
和
島
港
、
松
山
港
、
今
治
港
、
新
居
浜

港
、
三
島
川
之
江
港
、
高
知
港
、
須
崎
港
、
博
多
港
、
苅
田
港
、
三
池
港
、
唐
津
港
、
伊
万
里
港
、長
崎
港
、

佐
世
保
港
、
比
田
勝
港
、
厳
原
港
、
水
俣
港
、
八
代
港
、
三
角
港
、
熊
本
港
、
大
分
港
、
佐
伯
港
、細
島
港
、

油
津
港
、
志
布
志
港
、
鹿
児
島
港
、
川
内
港
、
米
ノ
津
港
、
金
武
中
城
港
、
那
覇
港
、
平
良
港
、
石
垣
港

二

旭
川
空
港
、
新
千
歳
空
港
、
函
館
空
港
、
青
森
空
港
、
仙
台
空
港
、
秋
田
空
港
、
福
島
空
港
、
百
里
飛
行

場
、
成
田
国
際
空
港
、
東
京
国
際
空
港
、
新
潟
空
港
、
富
山
空
港
、
小
松
飛
行
場
、
静
岡
空
港
、
名
古
屋
飛

行
場
、
中
部
国
際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
、
大
阪
国
際
空
港
、
神
戸
空
港
、
美
保
飛
行
場
、
岡
山
空
港
、
広

島
空
港
、
高
松
空
港
、
松
山
空
港
、
北
九
州
空
港
、
福
岡
空
港
、
長
崎
空
港
、
熊
本
空
港
、
大
分
空
港
、
宮

崎
空
港
、
鹿
児
島
空
港
、
那
覇
空
港
、
嘉
手
納
飛
行
場

二

飛
行
場

旭
川
空
港
、
新
千
歳
空
港
、
函
館
空
港
、
青
森
空
港
、
仙
台
空
港
、
秋
田
空
港
、
福
島
空
港
、

百
里
飛
行
場
、
成
田
国
際
空
港
、
東
京
国
際
空
港
、
新
潟
空
港
、
富
山
空
港
、
小
松
飛
行
場
、
静
岡
空
港
、

名
古
屋
飛
行
場
、
中
部
国
際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
、
大
阪
国
際
空
港
、
神
戸
空
港
、
美
保
飛
行
場
、
岡
山

空
港
、
広
島
空
港
、
高
松
空
港
、
松
山
空
港
、
北
九
州
空
港
、
福
岡
空
港
、
長
崎
空
港
、
熊
本
空
港
、
大
分

空
港
、
宮
崎
空
港
、
鹿
児
島
空
港
、
那
覇
空
港
、
嘉
手
納
飛
行
場

三

釧
路
空
港
、
帯
広
空
港
、
花
巻
空
港
、
山
形
空
港
、
庄
内
空
港
、
鳥
取
空
港
、
出
雲
空
港
、
山
口
宇
部
空

港
、
徳
島
飛
行
場
、
高
知
空
港
、
佐
賀
空
港
、
下
地
島
空
港
、
新
石
垣
空
港

（
新
設
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
二
十
六
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛





（
削
る
）

２

携
帯
す
る
植
物
に
つ
い
て
は
、
釧
路
空
港
、
帯
広
空
港
、
花
巻
空
港
、
山
形
空
港
、
庄
内
空
港
、鳥
取
空
港
、

出
雲
空
港
、
山
口
宇
部
空
港
、
徳
島
飛
行
場
、
高
知
空
港
、
佐
賀
空
港
及
び
新
石
垣
空
港
も
、
法
第
六
条
第
三

項
の
飛
行
場
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報


